
計算書類に対する注記（拠点区分用） 別紙２

平成 30年  3月 31 日現在
1頁法人名 ：社会福祉法人　緑風会

拠点区分名 ：グループホーム慎太郎拠点

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

　　①有形固定資産（リース資産を除く）　　　

　　　　当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

　　②無形固定資産（リース資産を除く）

　　　　当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

　　　　当拠点区分は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年

　　　度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（３）退職給付引当金の計上基準

　　　　職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

　　①退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　当拠点区分は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当年度末までの期間に帰属させる

　　　　方法については、期間定額基準によっている。

　　②数理計算上の差異の費用処理方法

　　　　数理計算上の差異は、その発生年度に一括して費用処理している。

　　　　退職給付引当金の計算方法は、当年度期首より簡便法から原則法に変更している。

（４）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

　　　　当拠点区分は、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正 平

　　　成28年11月11日、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交

　　　付を受けている場合には当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に

　　　計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（５）消費税の取扱い

　　　　当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

　該当する事項はない。

３．採用する退職給付制度

　　当拠点区分は、職員の退職給付に充てるため、確定給付制度を採用している。退職一時金制度では、退

　職給付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給している。

　「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度を適用または

　準用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　　　当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりである。

　　　（１）慎太郎拠点区分計算書類(第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式)

　　　（２）拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

　  　　　 　 ア．グループホーム慎太郎

　 　　　  　 イ．デイセンター海援隊

　　　　　　　ウ. 障害福祉サービス事業　生活介護　海援隊

　　　（３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))の作成は省略している。
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５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 61,909,200 0 0 61,909,200

建物 103,173,616 0 18,553,220 84,620,396

         合  計 165,082,816 0 18,553,220 146,529,596

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　該当する事項はない。

７．担保に供している資産

　該当する事項はない。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 257,645,248 173,024,852 84,620,396

建物（その他固定資産） 253,800 11,399 242,401

構築物 14,336,389 12,328,337 2,008,052

機械及び装置 5,824,197 5,824,196 1

車輌運搬具 6,789,100 6,789,096 4

器具及び備品 16,258,322 13,938,484 2,319,838

         合  計 301,107,056 211,916,364 89,190,692

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　該当する事項はない。

１０．重要な後発事象

　該当する事項はない。

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
するために必要な事項
　該当する事項はない。


